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公 示

１８Ｃ１号

一般乗合旅客自動車運送事業の路線の休止に関する届出があったので、道路運送法

第１５条の２第２項及び道路運送法施行規則第１５条の６の規定に基づき、次のとお

り公示する。

平成３０年 ２ 月 １ 日

関 東 運 輸 局 長 河 田 守 弘



１．届出の内容等

事案の件名 一般乗合旅客自動車運送事業の路線の休止

事案番号 １８Ｃ１

届出を行った一般乗合 株式会社 ジャパンタローズ

旅客自動車運送事業者名

対象となる路線 事案番号 １８Ｃ１－１

埼玉県越谷市赤山町１丁目１７１番地先

埼玉県越谷市七左町２丁目３４１番２地先

１．１５キロ

事案番号 １８Ｃ１－２

埼玉県越谷市七左町２丁目３４１番２地先

埼玉県越谷市谷中町２丁目６９番１地先

０．７キロ

事案番号 １８Ｃ１－３

埼玉県越谷市谷中町２丁目６９番１地先

埼玉県越谷市谷中町２丁目１４番５地先

０．１キロ

事案番号 １８Ｃ１－４

埼玉県越谷市谷中町４丁目２８９番地先

埼玉県越谷市新川町２丁目３７７番地先

０．８５キロ

事案番号 １８Ｃ１－５

埼玉県越谷市新川町２丁目３７７番地先

埼玉県越谷市西新井１３８１番１地先

０．８キロ

事案番号 １８Ｃ１－６

埼玉県越谷市西新井１５１３番１地先

埼玉県さいたま市岩槻区釣上新田３１０番１地先

１．１９キロ

事案番号 １８Ｃ１－７

埼玉県さいたま市岩槻区釣上新田３１０番１地先

埼玉県さいたま市岩槻区釣上新田３１０番４地先

０．０１キロ



事案番号 １８Ｃ１－８

埼玉県さいたま市岩槻区釣上新田３１０番４地先

埼玉県さいたま市岩槻区釣上新田５５５番１地先

０．６キロ

事案番号 １８Ｃ１－９

埼玉県さいたま市岩槻区釣上新田５５５番１地先

埼玉県さいたま市緑区大字大門４２０１番１地先

０．４キロ

事案番号 １８Ｃ１－１０

埼玉県さいたま市緑区大字大門４２０１番１地先

埼玉県さいたま市緑区大字大門４４５４番地先

１．２６キロ

事案番号 １８Ｃ１－１１

埼玉県さいたま市緑区大字大門４４５４番地先

埼玉県さいたま市緑区大字下野田７１１番地先

０．２キロ

事案番号 １８Ｃ１－１２

埼玉県さいたま市緑区大字下野田７１１番地先

埼玉県さいたま市緑区大字下野田６９５番地先

０．１６キロ

休止の予定日 平成３０年７月１日

休止を必要とする理由 さいたま市をはじめ、越谷市からの強い要望により平

成１８年１１月より越谷駅西口～浦和美園駅～埼玉スタ

ジアムを結ぶバス路線が開通しました。当初は、一日当

たり５０便（２５往復）を運行していましたが、住宅の

開発が遅々と進まず、利用者は伸び悩んでいる状況で有

り、度重なるダイヤ再編で現在は、平日３便（１．５往

復）まで減便させ維持して参りました。ご利用になられ

る乗客も一日当たり２～３人程度であり、今後も増加す

る見込みも立ちませんので休止いたします。



２．意見の聴取について

本事案に関して、道路運送法第１５条の２第２項の規定による意見の聴取を行いま

すので、本事案に利害関係を有し、意見の聴取を受けようとする者は、この公示の日

から１０日以内に、次の①～④の事項を記載した意見聴取申請書を関東運輸局自動車

交通部旅客第一課又は埼玉運輸支局輸送担当まで提出して下さい。（郵送による場合

には、期限当日の消印のあるものは有効とします。）

① 意見の聴取を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあって

は、その代表者の氏名

② 事案の件名及び事案番号

③ 意見の聴取において陳述しようとする者の氏名及び職業又は職名

④ 意見の聴取における陳述の概要及び利害関係を説明する事項

意見聴取の日時及び場所については、利害関係を有すると認められた者に対して、

実施予定日の１０日前までに別途通知します。

（参 考）

一般乗合旅客自動車運送事業の路線の休廃止については、道路運送法第１５条の２

第１項の規定により、実施予定日の６ヵ月前までに届け出ることで実施可能となって

います。この意見の聴取は、本事案に係る休止を行った場合における旅客利便の確保

についての意見を聴取し、同条第３項及び第４項に基づく休止の実施日の繰り上げが

可能かどうかを判断するために行うものです。

意見聴取において届出を行った事業者が繰り上げを希望し、かつ、他の利害関係人

から特段の意見のなかった場合などにおいて、旅客の利便を阻害しないと認められる

ときには、繰り上げを行うことがあります。



公 示

１８Ｃ２号

一般乗合旅客自動車運送事業の路線の休止に関する届出があったので、道路運送法

第１５条の２第２項及び道路運送法施行規則第１５条の６の規定に基づき、次のとお

り公示する。

平 成 ３ ０ 年 ２ 月 １ 日

関 東 運 輸 局 長 河 田 守 弘



１．届出の内容等

事案の件名 一般乗合旅客自動車運送事業の路線の休止

事案番号 １８Ｃ２

届出を行った一般乗合 株式会社 ジャパンタローズ

旅客自動車運送事業者名

対象となる路線 事案番号 １８Ｃ２－１

埼玉県越谷市千間台東１丁目９番地１地先

埼玉県越谷市大字下間久里７７４番地１地先

１．３キロ

事案番号 １８Ｃ２－２

埼玉県越谷市大字上間久里３７３番地１地先

埼玉県越谷市大字大泊２６９番地６地先

０．６キロ

事案番号 １８Ｃ２－３

埼玉県越谷市大字大泊２６９番地６地先

埼玉県越谷市大字大泊４３６番地１２地先

０．３キロ

事案番号 １８Ｃ２－４

埼玉県越谷市大字大泊４３６番地１２地先

埼玉県越谷市大字大泊４４８番地９地先

０．２キロ

事案番号 １８Ｃ２－５

埼玉県越谷市大字大泊４４８番地９地先

埼玉県越谷市大字大泊２１４番地１地先

０．３キロ

事案番号 １８Ｃ２－６

埼玉県越谷市大字大泊２１４番地１地先

埼玉県越谷市大字大泊６３２番地２９地先

０．３キロ

事案番号 １８Ｃ２－７

埼玉県越谷市大字下間久里７５７番地７地先

埼玉県越谷市宮前１丁目５番地２４地先

３．３キロ



事案番号 １８Ｃ２－８

埼玉県越谷市宮前１丁目５番地２４地先

埼玉県越谷市東越谷５丁目１５番地１０地先

０．４キロ

事案番号 １８Ｃ２－９

埼玉県越谷市東越谷５丁目１５番地１０地先

埼玉県越谷市東越谷３丁目１５番地１地先

０．２キロ

事案番号 １８Ｃ２－１０

埼玉県越谷市東越谷３丁目１５番地１地先

埼玉県越谷市東越谷３丁目１６番地１地先

０．３キロ

事案番号 １８Ｃ２－１１

埼玉県越谷市東越谷３丁目１６番地１地先

埼玉県越谷市東越谷１０丁目５４番地１地先

０．７キロ

事案番号 １８Ｃ２－１２

埼玉県越谷市東越谷１０丁目３９番地２地先

埼玉県越谷市東越谷１０丁目４７番地２地先

０．２キロ

事案番号 １８Ｃ２－１３

埼玉県越谷市東越谷１０丁目８１番地先

埼玉県越谷市東越谷１０丁目５４番地１地先

０．３キロ

事案番号 １８Ｃ２－１４

埼玉県越谷市下間久里７６１番１地先

埼玉県越谷市向畑９６１番地先

２．９２キロ

事案番号 １８Ｃ２－１５

埼玉県越谷市下間久里７１５番１０地先

埼玉県越谷市下間久里７２３番７地先



０．１キロ

事案番号 １８Ｃ２－１６

埼玉県越谷市下間久里７２３番７地先

埼玉県越谷市下間久里７５３番地先

０．１１キロ

事案番号 １８Ｃ２－１７

埼玉県北葛飾郡松伏町大字松伏上河原２２６７番

１地先

埼玉県北葛飾郡松伏町松葉１丁目４番１地先

０．５４キロ

事案番号 １８Ｃ２－１８

埼玉県越谷市千間台東２丁目３７２番１地先

埼玉県越谷市千間台東３丁目６８９番１地先

０．２６キロ

事案番号 １８Ｃ２－１９

埼玉県越谷市千間台東３丁目６８９番１地先

埼玉県越谷市上間久里１５９番１地先

０．３３キロ

事案番号 １８Ｃ２－２０

埼玉県越谷市上間久里１５９番１地先

埼玉県越谷市上間久里３９９番１地先

０．１５キロ

休止の予定日 平成３０年７月１日

休止を必要とする理由 せんげん台線は、越谷市をはじめ、関係自治会並びに

地域住民の皆様からの署名が多く集められ、平成２３年

４月にせんげん台駅東口～越谷市立病院を結ぶバス路線

が開通しました。開通当初から乗客の利用が伸び悩み、

幾度かのダイヤ改正、並びに改善策として関係各所から

の強い要望により平成２７年１０月よりせんげん台駅東

口～東埼玉テクノポリス間を結ぶ大杉公園通り線、平成

２９年４月よりせんげん台駅東口～上間久里を循環する

上間久里循環線を運行し利用者の確保に取り組みました。

しかし、一向に乗客の増加が見込めず、当初から行政の



補助も無く、会社経営上並びに現在深刻な問題である人

員不足により路線の維持が困難な状況となりましたので

休止いたします。

２．意見の聴取について

本事案に関して、道路運送法第１５条の２第２項の規定による意見の聴取を行いま

すので、本事案に利害関係を有し、意見の聴取を受けようとする者は、この公示の日

から１０日以内に、次の①～④の事項を記載した意見聴取申請書を関東運輸局自動車

交通部旅客第一課又は埼玉運輸支局輸送担当まで提出して下さい。（郵送による場合

には、期限当日の消印のあるものは有効とします。）

① 意見の聴取を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあって

は、その代表者の氏名

② 事案の件名及び事案番号

③ 意見の聴取において陳述しようとする者の氏名及び職業又は職名

④ 意見の聴取における陳述の概要及び利害関係を説明する事項

意見聴取の日時及び場所については、利害関係を有すると認められた者に対して、

実施予定日の１０日前までに別途通知します。

（参 考）

一般乗合旅客自動車運送事業の路線の休廃止については、道路運送法第１５条の２

第１項の規定により、実施予定日の６ヵ月前までに届け出ることで実施可能となって

います。この意見の聴取は、本事案に係る休止を行った場合における旅客利便の確保

についての意見を聴取し、同条第３項及び第４項に基づく休止の実施日の繰り上げが

可能かどうかを判断するために行うものです。

意見聴取において届出を行った事業者が繰り上げを希望し、かつ、他の利害関係人

から特段の意見のなかった場合などにおいて、旅客の利便を阻害しないと認められる

ときには、繰り上げを行うことがあります。


